
 
過ちから学び進める姿 〜お互いに認め合える関係を育む教室を〜 

                                 教頭         

 新年度が始まり一か月になりました。新学年の学級開きから、子どもたちが少しずつ慣れ親しんでいき、新しい

目標に向けて学んでいく 1 年間がスタートしました。今はそれぞれの学年学級が体育会に向けて本格的に練習を始

め、学校の中に子どもたちの活気ある声が響いています。その声を聞いて私たちも自然と活力がわいてきます。 

新学年は、何かを学び始めるには、大変良い機会です。私も何か新しい事を学べないかと、本校の図書室に足を

踏み入れた際に、「10 代からよむ中国古典『論語』にまなぶ人間の品位」という本が目に入りました。「論語」は古

代中国の儒教の学者である孔子の言葉をまとめた本です。この本は小学生向けに書かれた『論語』の解説書でした。

読んでみると有名な言葉もあれば知らなかった言葉もあり、解説も大変分かりやすく、字も大きく読みやすかった

です。その中で心に留まったのが「過ちて改めざる、これを過ちという」という言葉です。有名な言葉ですが、改

めて考えてみると、教室で学ぶ子どもたちにとって非常に重要なことだと思います。 

誰でも間違えたくないという思いをもっています。子どもであれば、なお強く思っています。間違や失敗するこ

とで、怒られる、からかわれる、嫌われるなどの様々な負の感情を想像してしまうでしょう。一方で学習に限らず、

友達との関係や係、委員会の仕事など、自分たちが成長する過程で、間違も失敗もあって当然で必要な事だと、子

どもたちなりに理解していると思います。負の感情にとらわれることなく、お互いに失敗や間違が当たり前である

ことを受け止めていく事だと思います。孔子の言葉は、学ぶ過程で間違や失敗をおかすことは当然であり、大事な

ことは過ちを振り返りそれに真剣に向かっていく姿が学ぶ姿だと説いています。教師や保護者も、子どもたちの間

違や失敗に対して許容する思いをもつこと、そして、そこから学ぶ姿をもつことが重要だと伝えていくことが、本

当に必要な事だと感じます。子どもたちに過ちを認める勇気と過ちを許す優しさを育てる環境こそ教室なのだと思

います。八軒小の教室が学習も心も育てられる大切な場所になるように私たちも日々努力していきたいと思います。 

さて、5月の大型連休も後半を迎えます。自転車に乗るなど、子どもたちの行動範囲も広がっていきます。交通安

全に気をつけ、出かけるときには行き先を伝えていくこと、帰宅時刻を守ることを学校でも指導していきます。ご

家庭でも子どもたちにお話ししていただけると幸いです。 

 

 

 

 令和７年度 札幌市立八軒小学校 【HP 版】  №２ ・進んで学ぶ 

 ・きまりを守る 

・なかよく助け合う 

・明るく元気な 

やさしさいっぱい よく考え よく遊ぶ ・がんばり強い 

令和７年 ５月 １日 ＜学校ＨＰ http://www.hachiken-e.sapporo-c.ed.jp＞ 未来を拓く八軒子 

１節 ＜知ろう＞ ２節 ＜やってみよう＞ ３節 ＜たかめよう＞ ４節 ＜つなげよう＞ 

本校では、多くの方の夢や願いを学校づくりに生かしていきたいということから、学校評議員制度を取り入れてい

ます。今年度の「学校評議員」は以下の方々にお願いしております。 

【学校評議員】  

また、今年度も子どもたちの健やかな成長を多くの方々に見守っていただきます。 

【開放図書館司書】    

【外国語教育拠点校教諭】     

【学びの支援サポーター】     

【スクールガードリーダー 】 

【交通安全指導員】   

【相談支援パートナー】  

【給食配膳員】 

【スクールカウンセラー】 

【ＡＬＴ】  

 



＜お知らせ・お願い＞ 

◇学校管理下外（帰宅後から登校前まで）の事故などに関す

るお見舞金制度『札幌市ＰＴＡ共済会』の掛け金 

（長子６００円、次子４６０円）は、４月分学校徴収金と

して、引落しさせていただきました。引落しできなかった

ご家庭には、学校よりお手紙でお知らせしております。 

５月７日（水）までに学校へご持参ください。 

なお、学校管理下（登下校時も含みます）での事故などに関

する支給制度『日本スポーツ振興センター』の掛け金 

４６０円は、今年度からは６月分学校徴収金として、 

６月３０日（月）に引落しいたします。 

◇今年度の「令和７年度八軒体育会」はブロック（１・２年、

３・４年、５・６年）ごとに発表する形で実施します。内

容は、かけっこ(低)短距離走(中高)・団体競技・表現を予

定しております。子どもたちが張り切って取り組む姿をぜ

ひご覧ください。５月２４日（土）に実施を予定していま

す。荒天等の場合は２５日（日）に延期し、それ以降は平

日に順延します。詳しくは近くなりましたら、お知らせい

たします。 

◇放課後、人の家の敷地内に勝手に入って遊んだり、他人の

物を勝手に使ったり、傷めたりしない、“人に迷惑を掛け

ない”ことを学校で日常的に指導しています。しかし、公

園でのトラブルや保護者のいない家での遊び、必要のない

お金を持って外出し、買い食い、友達におごったり、公園

にお菓子を持ち込み、袋を捨てたりしている姿などが報告

されることがあります。ご家庭でも一声かけていただける

ようにお願いいたします。 

◇携帯電話や高額のゲーム機器を、外に持ち出して遊ば 

ないよう、使い方についても家庭で 

話題にしてください。また大型連休 

に入り休みが続きますが、自転車の 

乗り方やマナーなどについては特に 

気を付けるよう家庭でも声を掛けて 

ください。 

◇学校では電話連絡は７：４５～１８：００までとなってい

ます。この時間帯以外は転送電話になります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 行事予定 

1 木 
全校朝会①・任命式 聴力検査（1年・虹色） 

体育会特別時間割開始 

2 金 聴力検査（3･5年） スクールカウンセラー来校日 

3 土 憲法記念日 

4 日 みどりの日 

5 月 こどもの日 

6 火 振替休日 

7 水 聴力検査予備日 

8 木 耳鼻科検診（1･4年、虹色） 

9 金 PTA事務局会議① PTA一人一役配付 

12 月 防犯訓練（5校時） 

13 火 委員会③ 

14 水 交通安全教室2･3校時 SG見回り15:00～ 

19 月 
第1回開放図書館運営委員会  

スクールカウンセラー来校日 

20 火 クラブ① 

21 水 表現総練習（2校時 雨天中止） 

23 金 体育会会場準備 

24 土 令和7年度八軒体育会 

25 日 体育会予備日 

26 月 
振替休業日（25･26日体育会実施の場合。延期の場

合、弁当持参で平日開催） 

27 火 クラブ② 

28 水 5月分学校徴収金引落日 

29 木 尿検査1回目 PTA資源回収日 

30 金 虹色歩行学習 

よろしくお願いします 
  

今年も地域の方々にスクールガードをお願いしていま
す。毎日子どもたちの通学を見守っていただいています。 
 

＜スクールガードのみなさん＞ 

 

 

 

＜学校徴収金の納入額について＞ 

５月の学校徴収金（行事費・教材費・用紙費・PTA会費）

の引落日、金額は下記のとおりです。（長子分の金額です） 

◇引落日 ５月２８日(水) 

学年 金 額 学年 金 額 

１年 ２，７１０円 ４年 ３，１１０円 

２年 ２，５１０円 ５年 ３，０１０円 

３年 ２，９１０円 ６年 ３，０１０円 

※ 前日までに手数料１０円を加算して入金をお願い

します。 

日没が遅く、日が長くなっていますが、５月も帰宅時刻

は、１７時です。不審者に関する情報もある 

ので、十分注意し、安全に気を付けて、行動 

しましょう。 

事務からのお知らせ 
就学援助の申請につきましては、随時受付をしておりま

す。受給を希望される場合は、学校（担当   ）までご連

絡ください。現在認定されている世帯につきましては令和

７年９月まで受給可能です。 


